
証券コード：4626

第70回 定時株主総会　招集ご通知

平成28年6月21日（火曜日）
午前10時開会

開催日時

ホテル メトロポリタン 3階「富士」の間
東京都豊島区西池袋一丁目6番1号

開催場所

第1号議案　剰余金処分の件
第2号議案　定款一部変更の件
第3号議案　取締役7名選任の件
第4号議案　補欠監査役1名選任の件
第5号議案　  取締役の業績連動株式報酬

に係る制度改定の件

決議事項



　株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げます。

　当期における世界経済は、米国経済に緩やかな景気回復が
みられ、欧州経済においても回復基調が続いています。一方、
中国経済は内外需とも弱まるなか企業の生産活動に減速がみ
られ、日本経済においても景気回復の動きに足踏み感がみら
れました。
　当社グループの関連市場である電子部品業界につきまして
は、サーバー及び車載関連部材の需要が堅調に推移しました
が、スマートフォンの伸び悩みもあり、全体としては横ばい
で推移しました。
　このような状況の下、当社グループでは為替が円安に推移
した影響を主要因として、増収増益となりました。

　なお、当期の期末配当金につきましては、継続的かつ安定
的に高水準の利益還元を実施する方針に基づき、1株当たり
55円とすることを本定時株主総会でご提案申し上げます。こ
れにより、中間配当金（1株当たり55円）と合わせた年間の
配当金は1株当たり110円となり、前期と比べ年間20円の増
配となります。
　また、次期の配当金につきましては、中間配当金、期末配
当金ともに1株当たり55円、合わせて1株当たり年間110円
を予定しております。

　株主の皆さまにおかれましては、今後も一層のご支援を賜
りますよう、お願い申し上げます。
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証券コード　4626
平成28年５月31日

株主の皆さまヘ
東京都練馬区羽沢二丁目７番１号

代表取締役社長 佐 藤 英 志

第70回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第70回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、郵送又はインターネット等により議決権を行使
することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平
成28年６月20日（月曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願
い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年６月21日（火曜日）午前10時
２．場 所 東京都豊島区西池袋一丁目６番１号

「ホテル メトロポリタン」３階「富士」の間
（末尾の「株主総会　会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第70期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計

算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第70期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役７名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 取締役の業績連動株式報酬に係る制度改定の件

４．議決権の行使に関する事項
　　次頁の「議決権の行使についてのご案内」をご参照ください。

以　上
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上

げます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.taiyo-hd.co.jp）に掲載させていただきます。
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議決権の行使についてのご案内

　５ページ以降の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い
申し上げます。
　議決権の行使には以下の３つの方法がございます。

定時株主総会にご出席いただける場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、本定時株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

日　時 平成28年６月21日（火曜日）午前10時
場　所 東京都豊島区西池袋一丁目６番１号

「ホテル メトロポリタン」３階「富士」の間

郵送で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。
行使期限 平成28年６月20日（月曜日）午後５時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合 詳細は４ページ

パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）
にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」
をご入力いただき、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。
行使期限 平成28年６月20日（月曜日）午後５時まで受付

■郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な
議決権行使としてお取扱いいたします。

■インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合やパソコン、スマートフォン又は携帯電
話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいた
します。

機関投資家の皆さまへ
機関投資家の皆さまは、電磁的方法による議決権行使の方法として、あらかじめお申込みされた場合には、
株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」
をご利用いただくことができます。

－ 3 －

議決権の行使についてのご案内
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インターネットによる議決権行使のお手続きについて
インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお
願い申し上げます。当日ご出席の場合は、郵送又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも
不要です。

議決権行使サイトについて
⑴インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話（ｉモード、EZweb、

Yahoo！ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）にアクセスし
ていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取扱いを休止し
ます。）
※「ｉモード」は（株）ＮＴＴドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo！」は米国Yahoo！Inc.の商標又は登録商標です。

⑵パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用さ
れている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号
化通信を指定されていない場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合
もございます。

⑶携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo！ケータイのいずれかのサービスをご利用く
ださい。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対
応しておりません。

⑷インターネットによる議決権行使は、平成28年６月20日（月曜日）の午後５時まで受け付けいたします
が、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

インターネットによる議決権行使方法について
⑴議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインＩ

Ｄ」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力くださ
い。

⑵株主さま以外の第三者による不正アクセス（「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するた
め、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになります
のでご了承ください。

⑶株主総会の招集の都度、新しい「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担
となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必
要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ
議決権行使サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記窓口にお問い合わ
せください。
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）
電話番号 0120-173-027 受付時間：午前９時～午後９時（通話料無料）

－ 4 －

議決権の行使についてのご案内
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
当社は、現金による株主の皆さまへの利益還元を重要政策と位置付けており、継続的かつ安

定的に高水準の利益還元を実施してまいります。株主資本配当率を目標指標とし、「連結決算
を基準に株主資本配当率を中長期的に５％以上とすること」を目処としております。

この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じま
す。これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金55円を含め、１株につき
110円となり、前期と比べ年間20円の増配となります。

なお、第１回Ａ種種類株式に対する当期の期末配当につきましては、第１回Ａ種種類株式発
行要項で定めたとおり、普通株式と同様の金額とさせていただくものであります。

①　配当財産の種類
金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金55円　　　　　　　　配当総額 1,273,764,415円
当社第１回Ａ種種類株式１株につき金55円　　　配当総額 0,001,188,000円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年６月22日

第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

当社及び当社子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業
展開に備えるため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的を変更するものでありま
す。

また、インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類
等をインターネットで開示することにより、みなし提供できるよう変更案第15条の２（株主
総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。

－ 5 －
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２．変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案

第１章　総　則
（目　的）
第２条　当会社は、次の事業を営むことを目

的とする。
１．当会社は、次の事業を営む会社の株式を

所有することにより、当該会社の事業活
動を支配・管理することを目的とする

(1) プリント配線板用印刷インキならびに
塗料、接着剤およびその応用製品の開発
製造、販売

(2) 一般印刷用インキならびにその補助剤
の製造、販売

(3) 製版用薬品の製造、販売
(4) プリント配線板電子部品用合成樹脂の

開発製造、販売
(5) プリント配線板の製造装置およびその

付属品の仕入、販売

第１章　総　則
（目　的）
第２条　　　　　（削　除）

　当会社は、次の事業を営む会社の株式ま
たは持分を所有することにより、当該会
社の事業活動を支配・管理すること、な
らびに次の事業およびこれに附帯または
関連する一切の事業を自ら行うことを目
的とする。

（削　除）

（削　除）

（削　除）
（削　除）

（削　除）

(6) プラズマディスプレイパネルならびに
液晶パネル用インキ、塗料、接着剤およ
びその応用製品の開発製造、販売

（新　設）

（削　除）

(1) 以下の製品の開発、製造、販売に係る事
業

① 電子機器用絶縁性部材およびその応用
品

② 電子機器用導電性部材およびその応用
品

③ 一般印刷用インキならびにその補助剤

－ 6 －

定款一部変更議案



2016/05/24 23:29:42 / 15173813_太陽ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

現 行 定 款 変 更 案

（新　設）
(7) 不動産の賃貸借および管理
(8) 自然エネルギー等による発電事業およ

び電気の供給、販売等に関する業務
（新　設）

（新　設）
（新　設）
（新　設）

(9) 前記各号に関連する輸出入
(10) 前記各号に附帯する一切の事業

２．前項各号の事業を自ら行うこと

④ 染料、顔料、塗料、接着剤および溶剤
⑤ 医薬品、医薬部外品、動物用医薬品、化

粧品
⑥ 殺虫剤、殺菌剤、除草剤、その他農薬
⑦ 有機化学工業製品、無機化学工業製品
⑧ 前記各製品に関連する製品
⑨ 前記各製品に関連する原材料
(2) 前号に掲げる製品の輸出入
(3) 不動産の賃貸借および管理
(4) 自然エネルギー等による発電事業およ

び電気の供給、販売等に関する業務
(5) 水耕栽培装置による植物栽培および販

売
(6) 調剤薬局の経営
(7) 保育所の経営
(8) 前各号に関するコンサルティングおよ

び発明・ノウハウ等の技術情報の調査、
売買、供与

（削　除）
(9) 前各号に附帯する一切の事業

（削　除）
（新　設） （株主総会参考書類等のインターネット開示

とみなし提供）
第15条の２ 当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報告、
計算書類および連結計算書類に記載
または表示をすべき事項に係る情報
を、法務省令に定めるところに従
い、インターネットを利用する方法
で開示することにより、株主に対し
て提供したものとみなすことができ
る。

－ 7 －

定款一部変更議案



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2016/05/24 23:29:42 / 15173813_太陽ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

第３号議案　取締役７名選任の件
取締役８名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会

において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう１名減員し、社外取締役２名を含む取締役
７名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号１ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平 成  ４ 年
平 成 1 1 年
平 成 2 0 年
平 成 2 2 年
同 　 　 年
同 　 　 年
平 成 2 3 年
同 　 　 年

平 成 2 4 年
同 年
同 年
平 成 2 6 年
同 年

 4 月
10月
 6 月
 4 月
 5 月
 7 月
 3 月
 4 月

 4 月
 6 月
12月
 4 月
12月

監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
㈱エスネットワークス設立、同社代表取締役社長
当社取締役
当社代表取締役副社長
韓国タイヨウインキ㈱理事（現任）
TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Director（現任）
㈱エスホールディングス（現 ㈱エスネットワークス）取締役（現任）
当社代表取締役社長（現任）、グループ最高経営責任者（現任）、
研究本部担当（現任）
太陽油墨（蘇州）有限公司董事（現任）
リスクマネジメント担当（現任）
永勝泰科技股份有限公司董事（現任）
太陽インキ製造㈱代表取締役社長（現任）
太陽グリーンエナジー㈱代表取締役社長（現任）

再任
さ
佐

とう
藤 　

えい
英

じ
志

(昭和44年５月３日生)

所有する当社の株式数
普通株式　 45,200株
第1回A種種類株式 12,400株

取締役候補者とした理由
佐藤英志氏は、当社グループの経営を統括し、強いリーダーシップによりグループ
全体を牽引してまいりました。引き続き当社グループの意思決定及び業務執行の監
督に重要な役割を果たしていただきたく、取締役候補者といたしました。

候補者番号２ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭 和 6 0 年
平 成 2 0 年
平 成 2 3 年
平 成 2 4 年

平 成 2 5 年

 4 月
 8 月
 4 月
 6 月

 4 月

当社入社
当社営業部長
当社執行役員、太陽油墨（蘇州）有限公司董事長総経理（現任）
当社取締役（現任）、当社専務執行役員（現任）、TAIYO INK 
INTERNATIONAL(HK)LIMITED 担当（現任）、太陽油墨貿易
(深圳)有限公司担当（現任）
TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED Managing Director
（現任）、太陽油墨貿易(深圳)有限公司董事長総経理（現任）

再任
もり
森

た
田 　

たか
孝

ゆき
行

(昭和38年1月23日生)

所有する当社の株式数
普通株式　   3,900株
第1回A種種類株式   2,200株

取締役候補者とした理由
森田孝行氏は、太陽油墨（蘇州）有限公司をはじめとする大きなマーケットを担当
する当社グループの責任者として重責を担ってまいりました。これらの経験を、引
き続き当社の意思決定に活かしていただきたく、取締役候補者といたしました。

－ 8 －

取締役選任議案
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候補者番号３ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭 和 6 1 年
平 成 1 1 年
平 成 1 3 年
平 成 2 2 年
平 成 2 4 年
平 成 2 5 年
平 成 2 6 年

 4 月
 5 月
11月
10月
 6 月
 4 月
 6 月

当社入社
韓国タイヨウインキ㈱理事
当社開発一部長
太陽インキ製造㈱取締役
太陽インキ製造㈱代表取締役副社長（現任）
当社常務執行役員
当社取締役（現任）、当社専務執行役員（現任）、コンプライ
アンス・オフィサー（現任）

再任
たけ
竹

はら
原 　

えい
栄

じ
治

(昭和38年９月７日生)

所有する当社の株式数
普通株式　   7,500株
第1回A種種類株式   1,300株

取締役候補者とした理由
竹原栄治氏は、太陽インキ製造㈱の代表取締役として、国内における事業の展開と
強化に取り組んでまいりました。これらの経験と幅広い知識を、引き続き当社の意
思決定に活かしていただきたく、取締役候補者といたしました。

候補者番号４ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平 成 　 7 年
平 成 　 8 年
平 成 1 3 年
平 成 2 2 年
平 成 2 4 年
平 成 2 7 年

11月
 9 月
 6 月
 7 月
 6 月
 4 月

㈱ウインシステム Marketing Manager（Win System Europe）
当社入社
TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD Managing Director
当社海外営業部長
太陽インキ製造㈱取締役（現任）
太陽インキプロダクツ㈱代表理事社長兼CEO（現任）

新任
さい
齋

とう
藤 　 　

ひとし
斉

(昭和40年４月21日生)

所有する当社の株式数
普通株式　 　  200株

取締役候補者とした理由
齋藤斉氏は、海外における豊富なマーケティングの見識とマネジメント経験を有
し、当社グループ会社の責任者として各社を統率してまいりました。これらの経験
を、当社の意思決定に反映いただきたく、新たに取締役候補者といたしました。

候補者番号５ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭 和 5 7 年
平 成 1 3 年
平 成 1 8 年
平 成 1 9 年
平 成 2 4 年
平 成 2 5 年
平 成 2 6 年
平 成 2 7 年

 4 月
 4 月
 4 月
 4 月
 4 月
 4 月
 4 月
 6 月

㈱日立製作所入社
同社電子材料研究部長
日立電線㈱入社、同社主管研究長
同社技術企画センター長兼基盤技術センター長
当社入社
当社研究本部長
当社常務執行役員（現任）
中外化成㈱代表取締役会長（現任）

新任
み
三

わ
輪 　

たか
崇

お
夫

(昭和32年７月27日生)

所有する当社の株式数
普通株式　   1,000株

取締役候補者とした理由
三輪崇夫氏は、電子材料分野における豊富な知見と経験を有し、当社入社以来、研
究部門において新たな事業分野の開拓を統括してまいりました。これらの知見や経
験を、当社の意思決定に反映いただきたく、新たに取締役候補者といたしました。

－ 9 －

取締役選任議案
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候補者番号６ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
昭 和 6 3 年
平 成 　 6 年
同 年
平 成 1 3 年
平 成 2 4 年
同 年

10月
 1 月
 6 月
 1 月
 6 月
 7 月

サンワ等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
樋爪公認会計士事務所入所
当社社外監査役
樋爪昌之公認会計士事務所所長（現任）
当社社外取締役（現任）
韓国タイヨウインキ㈱理事（現任）

再任　社外
ひ
樋

づめ
爪 　

まさ
昌

ゆき
之

(昭和38年３月２日生)

所有する当社の株式数
普通株式　 　  300株

社外取締役候補者とした理由
樋爪昌之氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経
験はありませんが、引き続き公認会計士としての専門知識と豊富な経験を当社の経
営に活かしていただきたく、社外取締役候補者といたしました。

候補者番号７ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
平 成 1 4 年
平 成 1 7 年
平 成 1 9 年
平 成 2 1 年
同 年
平 成 2 7 年
同 年
平 成 2 8 年

 5 月
 4 月
 2 月
 3 月
 8 月
 2 月
同 月
 2 月

アクセンチュア㈱入社
イワキ㈱入社
同社取締役
メルテックス㈱副社長
同社代表取締役社長
同社取締役会長（現任）
イワキ㈱取締役副社長
同社代表取締役副社長（現任）

新任　社外
いわ
岩

き
城

けい
慶

た
太

ろう
郎

(昭和52年11月17日生)

所有する当社の株式数
－株

社外取締役候補者とした理由
岩城慶太郎氏は、化学業界における幅広い事業経験や見識を有し、当社の事業の運
営や領域の拡大に独立した立場から助言や提言をいただき、また業務遂行の監督機
能をさらに強化できるものと判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．樋爪昌之氏及び岩城慶太郎氏は、社外取締役候補者であります。
３．樋爪昌之氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって４年となります。なお、同氏は過去に当社の監査役であったことがあります。また、
現在韓国タイヨウインキ㈱の理事です。同社は当社の連結子会社です。

４．当社は、樋爪昌之氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏との当
該契約を継続する予定であります。その契約内容の概要は、次のとおりであります。

　・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低
責任限度額を限度として、その責任を負う。

　・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善
意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

　また、岩城慶太郎氏が選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
５．当社は、樋爪昌之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て

おります。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、
岩城慶太郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として
同取引所に届け出る予定であります。

－ 10 －
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　平成27年６月19日開催の第69回定時株主総会において補欠監査役に選任された東道雅彦
氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を
欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候 補 者
略歴、地位及び重要な兼職の状況
平 成 　 9 年

平 成 1 7 年

 4 月

 1 月

弁護士登録（第二東京弁護士会）、
牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）入所
牛島総合法律事務所パートナー弁護士（現任）社外

とう
東

どう
道 　

まさ
雅

ひこ
彦

(昭和43年７月17日生)

所 有 す る
当社の株式数

－株

補欠の社外監査役候補者とした理由
東道雅彦氏は、過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士と
しての専門知識と経験から当社の社外監査役として、その職務を適切に遂行できる
ものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

（注）１．東道雅彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．東道雅彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．当社は、東道雅彦氏が監査役に就任された場合には、当社との間で会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。その契約
内容の概要は、次のとおりであります。
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低

責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善

意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

－ 11 －

補欠監査役議案
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第５号議案　取締役の業績連動株式報酬に係る制度改定の件
当社は、平成26年６月20日開催の第68回定時株主総会において、業務執行取締役（会社法

第363条第１項各号に掲げる取締役をいいます。以下、同じです。）に対し、業績連動株式報
酬として各事業年度における連結当期純利益（注）の6.4％以内の金銭を支給し、当社が発行
する種類株式取得の払込資金とすることをご承認いただき現在に至っております。

この度、その後の社会情勢、取締役の報酬を巡る環境の変化等を勘案し、今後の業績連動株
式報酬の機動的な運用を可能とするため、第71期事業年度以降の事業年度に係る業績連動株式
報酬について、業務執行取締役に付与する株式を当社の種類株式から普通株式に変更し、以下
の（改定後の業績連動株式報酬の概要）のとおりとすることのご承認をお願いするものであり
ます。

なお、第３号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は７名（うち社外取締役
は２名）となり、そのうち、業務執行取締役の員数は５名となる予定です。

（改定後の業績連動株式報酬の概要）
当社は、業務執行取締役に対し、業績連動株式報酬として各事業年度における親会社株主に

帰属する当期純利益の6.4％以内の金銭を支給し、当社が発行する普通株式取得の払込資金と
します。

当社は、業績連動株式報酬の支給を受けた各業務執行取締役に対して、新株発行又は自己株
式処分の方法により、当社の普通株式を割り当てることとし、各業務執行取締役は、支給を受
けた業績連動株式報酬金額（ただし、業績連動株式報酬相当額に対応する所得税、住民税その
他の租税及び社会保険料に相当する金額、払い込みに要する手数料並びに単元株式数の株式に
係る払込金額に満たない金額等を除きます。以下、同じです。）を払い込むこととします。

当該普通株式の払込金額については、当該普通株式を引き受ける業務執行取締役に特に有利
な金額とならない範囲で取締役会において決定したいと存じます。

また、業績連動株式報酬は、各業務執行取締役が当社との間で、①支給を受けた業績連動株
式報酬金額を当社が行う新株発行又は自己株式処分による普通株式の割り当てに応じて払い
込むこと、及び、②当該普通株式について取得後３年間は第三者への譲渡、担保権の設定その
他の処分を行わないことをその内容に含む株式引受契約を締結していることを条件として支
給します。ただし、法令、司法機関の判断等により、当社が各業務執行取締役に対して新株発
行又は自己株式処分を行うことができない場合には、業績連動株式報酬として金銭を支給する
のみとします。また、業務執行取締役から業績連動株式報酬の支給を受ける権利を相続した者
に対しては、新株発行及び自己株式処分を行わず、業績連動株式報酬として金銭を支給するの
みとします。

取締役報酬の内容は、次頁以降の「※ご参考」のとおりとなる予定です。

　(注)　平成25年９月に行われた会計基準の改正により、従来、連結損益計算書において「当期純利益」と表示
していた金額を、第70期事業年度以降においては「親会社株主に帰属する当期純利益」と表示すること
となりました。そのため、業績連動株式報酬は「親会社株主に帰属する当期純利益」を指標として支給
されることとなりますが、従前からの指標を変更するものではございません。

以　上

－ 12 －
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※ご参考

当社の取締役の報酬は、①固定の基本報酬、②親会社株主に帰属する当期純利益を指
標とする業績連動金銭報酬、③親会社株主に帰属する当期純利益を指標とする業績連動
株式報酬から構成されております。業績連動金銭報酬及び業績連動株式報酬は、業務執
行取締役のみを対象として支給されます。

第71期事業年度に係る報酬の内容については、本総会後開催予定の取締役会で決定し、
第70期有価証券報告書において開示いたしますが、その概要は下記のとおりとなる予定
です。

なお、当社は、平成28年５月２日発表の決算短信において、第71期事業年度に係る予
想親会社株主に帰属する当期純利益を55億円と発表しております。

記
①基本報酬

　基本報酬の総額は３億円以内となります。各取締役への支給額については、役位別
に月額報酬を設定します。なお、基本報酬から、役位別に設定した金額を、毎月株式
累積投資制度へ拠出します。

②業績連動金銭報酬
イ）概要

　業績連動金銭報酬は、各事業年度に係る親会社株主に帰属する当期純利益を指
標として算出した報酬総額を役位に応じて配分し、金銭で支給します。

ロ）算定式
　業績連動金銭報酬総額は、親会社株主に帰属する当期純利益に1.6％を乗じた額
とします。ただし、下記ハの確定額を上限とし、親会社株主に帰属する当期純利
益がゼロ以下の場合には業績連動金銭報酬を支給いたしません。また、親会社株
主に帰属する当期純利益の百万円未満は、切り捨てとします。

ハ）確定額
　業績連動金銭報酬総額の上限となる法人税法第34条第１項第３号イ（１）の「確
定額」は、82百万円とします。

ニ）対象となる役員
　業績連動金銭報酬の対象となる役員は、法人税法第34条第１項第３号の「業務
執行役員」に該当する取締役（業務執行取締役）に限られるものとし、業務執行
取締役以外の取締役及び監査役は業績連動金銭報酬の対象となりません。

ホ）各人への配分
　各業務執行取締役への支給額は、業績連動金銭報酬総額に役位に応じたポイン
トを乗じ、全業務執行取締役のポイントの合計数で除した金額とします。各役位
のポイントは以下のとおりです。

－ 13 －

※ご参考
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役 位 ポ イ ン ト
取 締 役 会 長 101ポイント
代表取締役社長 169ポイント
取 締 役 副 社 長 108ポイント
専 務 取 締 役 101ポイント
常 務 取 締 役 78ポイント
取 締 役 66ポイント

　(注)　業務執行取締役が、やむを得ない事情により業績連動金銭報酬の支給対象となる事業年度の途
中で退任（業務執行取締役ではなくなった場合を含みます。）した場合、職務執行期間(１月
未満の端数切上)に応じたポイントにて支給します。

③業績連動株式報酬
イ）概要

　第５号議案記載のとおりです。
ロ）算定式

　業績連動株式報酬総額は、親会社株主に帰属する当期純利益を基準に次のとおりの
金額とします。
　親会社株主に帰属する当期純利益が24億円未満の場合
　　支給しない
　親会社株主に帰属する当期純利益が24億円以上の場合
　　25,600千円＋下記算定表の各行の合計金額（ただし、下記ハの確定額を上限とします。)

算　定　表
親会社株主に帰属する当期純利益24億円以上32億円未満の額に対して0.8％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益32億円以上40億円未満の額に対して2.4％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益40億円以上48億円未満の額に対して4.0％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益48億円以上56億円未満の額に対して5.6％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益56億円以上64億円未満の額に対して7.2％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益64億円以上72億円未満の額に対して8.8％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益72億円以上80億円未満の額に対して10.4％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益80億円以上88億円未満の額に対して12.0％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益88億円以上96億円未満の額に対して13.6％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益96億円以上104億円未満の額に対して15.2％を乗じた金額
親会社株主に帰属する当期純利益104億円以上の額に対して6.4％を乗じた金額

－ 14 －
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　なお、法人税法第34条第１項第３号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」は、
親会社株主に帰属する当期純利益とします。また、親会社株主に帰属する当期純利益の百万円
未満は、切り捨てとします。

ハ）確定額
業績連動株式報酬総額の上限となる法人税法第34条第１項第３号イ（１）の「確

定額」は、100百万円とします。
ニ）対象となる役員

業績連動株式報酬の対象となる役員は、法人税法第34条第１項第３号の「業務
執行役員」に該当する取締役（業務執行取締役）に限られるものとし、業務執行
取締役以外の取締役及び監査役は業績連動株式報酬の対象となりません。

ホ）各人への配分
各業務執行取締役への支給額は、業績連動株式報酬総額に役位に応じたポイン

トを乗じ、全業務執行取締役のポイントの合計数で除した金額とします。各役位
のポイントは以下のとおりです。

役 位 ポ イ ン ト
取 締 役 会 長 36ポイント
代表取締役社長 120ポイント
取 締 役 副 社 長 48ポイント
専 務 取 締 役 36ポイント
常 務 取 締 役 24ポイント
取 締 役 12ポイント

　(注)　業務執行取締役が、やむを得ない事情により業績連動株式報酬の支給対象となる事業年度の途
中で退任（業務執行取締役ではなくなった場合を含みます。）した場合、職務執行期間(１月
未満の端数切上)に応じたポイントにて支給します。

以　上

－ 15 －
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（添付書類）

事　業　報　告
(平成27年４月 １日から)平成28年３月31日まで

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における世界経済は、米国経済に低失業率の維持や個人消費の増加によ
る緩やかな景気回復がみられ、欧州経済においても回復基調が続いています。一方、中国
経済は引き続き減速傾向に歯止めはかからず、内外需とも弱まるなか、企業の生産活動に
も減速がみられました。日本経済においては個人消費に弱みがみられる等、景気回復の動
きに足踏み感がみられました。
　当社グループの関連市場である電子部品業界については、サーバー及び車載関連部材の
需要が堅調に推移しましたが、スマートフォンの伸び悩みもあり、全体としては横ばいで
推移しました。
　このような状況の下、為替が円安に推移した影響を主要因として、当連結会計年度の売
上高は498億43百万円（前連結会計年度比3.3％増）となりました。
　製品分野別では、「プリント配線板（以下「ＰＷＢ」）用部材」については、リジッド
基板用部材の販売数量は前連結会計年度を下回りましたが、高機能品の堅調な販売や為替
が円安に推移した影響もあり、売上高は前連結会計年度を上回りました。この結果、ＰＷ
Ｂ用部材の売上高は463億19百万円（同4.1％増）となりました。
　「フラットパネル・ディスプレイ（以下「ＦＰＤ」）用部材」については、「プラズマ
ディスプレイ・パネル（以下「ＰＤＰ」）用部材」の生産を終了したことにより売上高は
前連結会計年度を下回りました。この結果、ＦＰＤ用部材の売上高は２億92百万円（同
85.2％減）となりました。
　以上の結果、営業利益は109億64百万円（同18.5％増）、経常利益は111億29百万円
（同16.8％増）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は77億96百万円（同16.9％増）
となりました。

－ 16 －
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　製商品品目別の販売実績は、次のとおりです。

区 分
売 上 高

金 額 前連結会計年度比増減
（ △ は 減 ） 構 成 比

Ｐ Ｗ Ｂ 用 部 材

リジッド基板用部材
百万円 ％ ％

35,242 5.1 70.7
Ｐ Ｋ Ｇ 基 板 用 及 び
フレキシブル基板用部材 10,007 1.7 20.1

ビルドアップ基板用部材 1,069 △2.0 2.1

Ｆ Ｐ Ｄ 用 部 材 Ｐ Ｄ Ｐ 用 部 材 292 △85.2 0.6

そ の 他 関 連 商 材 3,231 78.7 6.5

合 計 49,843 3.3 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれていません。

地域別の販売実績は、次のとおりです。

地 域
売 上 高

金 額 前連結会計年度比増減
（ △ は 減 ） 構 成 比

日 本
百万円 ％ ％

7,252 22.6 14.6

中 国 23,521 7.6 47.2

台 湾 5,867 △3.7 11.8

韓 国 8,398 △14.8 16.9

そ の 他 4,803 6.0 9.5

合 計 49,843 3.3 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれていません。

－ 17 －
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②　設備投資の状況
当社グループにおける当連結会計年度の有形固定資産への設備投資額は、38億95百万円

でした。その主なものとして、太陽インキ製造株式会社において24億74百万円、太陽ホー
ルディングス株式会社において９億48百万円、太陽油墨（蘇州）有限公司において２億90
百万円実施されています。

なお、当連結会計年度において重要な固定資産の除却、売却等はありません。

③　資金調達の状況
　運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関と限度額65億00百万円の当座借越契約を
締結しています。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　当社は、平成27年６月１日を効力発生日として、中外化成株式会社と株式交換を行い、
同社を当社の完全子会社としました。

－ 18 －
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第67期
平成25年３月期

第68期
平成26年３月期

第69期
平成27年３月期

第70期
(当連結会計年度)
平成28年３月期

売 上 高 （百万円） 36,184 44,224 48,260 49,843
営 業 利 益 （百万円） 4,385 7,568 9,254 10,964
経 常 利 益 （百万円） 4,743 7,827 9,529 11,129
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （百万円） 3,367 4,930 6,667 7,796

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 132.38 193.83 264.05 337.99
総 資 産 （百万円） 44,023 58,369 61,241 65,464
純 資 産 （百万円） 36,809 42,655 41,312 45,250
１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 1,423.26 1,596.45 1,703.14 1,865.94

②　当社の財産及び損益の状況

区 分 第67期
平成25年３月期

第68期
平成26年３月期

第69期
平成27年３月期

第70期
(当事業年度)

平成28年３月期
営 業 収 益 （百万円） 5,810 7,431 7,212 8,844
営 業 利 益 （百万円） 3,373 5,253 4,596 6,076
経 常 利 益 （百万円） 3,562 5,299 4,702 6,125
当 期 純 利 益 （百万円） 3,337 4,855 4,403 5,468
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 131.20 190.87 174.40 237.06
総 資 産 （百万円） 28,522 36,030 32,392 35,658
純 資 産 （百万円） 27,748 29,650 22,618 26,539
１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 1,090.81 1,165.61 985.90 1,148.56

－ 19 －

直前３事業年度の財産および損益の状況
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⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議
決権比率 主 要 な 事 業 内 容

太 陽 イ ン キ 製 造 株 式 会 社 450百万円 100.0％
ＰＷＢ用部材を始めとする
電子部品用化学品部材の
製 造 販 売 及 び 仕 入 販 売

中 外 化 成 株 式 会 社 49百万円 100.0％ 染料、顔料、薬品、インク
の 製 造 及 び 販 売

太 陽 油 墨 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 20百万米ドル 100.0％
ＰＷＢ用部材を始めとする
電子部品用化学品部材の
製 造 販 売 及 び 仕 入 販 売

台 湾 太 陽 油 墨 股 份 有 限 公 司 310百万台湾ドル 99.8％ 同　上

永 勝 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 313百万台湾ドル 70.1％ 同　上

韓 国 タ イ ヨ ウ イ ン キ 株 式 会 社 2,698百万韓国ウォン 90.4％ 同　上

T A I Y O  A M E R I C A ,  I N C . 2百万米ドル 100.0％ 同　上

TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED 10百万香港ドル 100.0％
ＰＷＢ用部材を始めとする
電子部品用化学品部材の
関係会社等からの仕入販売

太 陽 油 墨 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 800千米ドル 100.0％ 同　上

TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD 2百万シンガポールドル 100.0％ 同　上

太 陽 イ ン キ プ ロ ダ ク ツ 株 式 会 社 100百万韓国ウォン (100.0％) 同　上

（注）１．平成27年6月１日を効力発生日として、中外化成株式会社の全株式を株式交換により取得し、同社を
連結子会社としました。

２．平成27年4月1日に、太陽インキ製造株式会社の完全子会社として太陽インキプロダクツ株式会社を
設立し、同社を連結子会社としました。

３．太陽インキプロダクツ株式会社に対する当社の議決権比率は、当社の完全子会社である太陽インキ製
造株式会社を通じての間接所有分です。

４．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

－ 20 －
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⑷　対処すべき課題
　当社グループは、主力製品であるソルダーレジスト（以下「ＳＲ」）の市場において世界
第１位のシェアを有し、また、海外での売上比率が８割を超えることから、売上高や利益が
ＳＲ市場全体の動向、すなわち半導体が使用される最終製品の市場動向や、為替レートの変
動といった外部要因の影響を大きく受ける事業構造となっています。
　このような状況において、当社グループが目標とすべきは、ＳＲ関連の製品については市
場シェアの拡大、また、その他の製品についてはＳＲに続く利益の柱となるような新製品を
継続的に生み出し、迅速に事業化する体制を構築することであり、そのための施策を着実に
遂行することで、企業グループとして永続的に成長していくことができるものと考えていま
す。

　①　研究開発体制の整備
　当社グループが継続的に新製品を生み出すためには、研究開発体制を整備することが重
要な課題であると認識しています。時間軸を基準に研究と開発の役割分担を整理し、製品
化にとらわれない中長期的な研究に特化した研究チームを編成することで、基礎研究力の
向上を図るとともに、実用化に向けた新技術の開発や既存技術の応用を行う開発部門を設
置し、基礎研究の成果を新製品の開発に結び付ける力を高めていきます。
　また、研究開発のための積極的な設備投資を行い、国内外の優秀な研究者・技術者の採
用と育成にも注力していきます。

　②　新製品の迅速な事業化
　当社グループでは、新製品の開発は事業化により利益を獲得すること、すなわち、事業
開発と同義であると考えています。そこで、製品化の目処が立ったところで、営業部門・
製造部門・開発部門から選抜した専属チームを立ち上げ、一定の責任と権限を付与して新
製品の事業化に専念できる環境を構築することにより、製品化から事業化までの障壁を乗
り越える力を高めていきます。

　③　自律型人材の育成
　当社グループがＳＲ市場におけるシェアを拡大しつつ、新規事業を継続的に創出して軌
道に乗せ、企業グループとして永続的に成長していくためには、自ら目標を設定してその
実現を楽しむような自律型人材を数多く育成することが肝要であると考えています。グル
ープ会社間の人事ローテーションを活発にし、様々な国での様々な業務において困難と成
功を体験させるとともに、国内外問わず優秀な人材をリーダーに登用して経営の実地経験
を積ませることにより、自律型人材を育成し、ひいては、次代を担う経営者を育成してい
きます。

　④　為替リスク対策
　当社グループ製品の販売価格は外貨建となっていることが多く、為替レートの変動が業
績の変動につながりやすいため、為替リスク対策が重要な課題であると認識しています。

－ 21 －

対処すべき課題
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そこで、「地産地販」（「現地（各市場）で販売する製品は現地で生産する」という方針）
を推し進めるとともに、原材料の現地調達比率を高めることにより、収入と支出の通貨の
対応を図っていきます。
　また、これらの施策は同時に顧客ニーズにあった製品の迅速な開発やオーダーリードタ
イムの短縮といった顧客対応力の強化や、原材料価格の低減、さらには原材料調達先の複
数化による事業継続リスクの低減にも資するものとなります。

⑸　主要な事業内容（平成28年３月31日現在）
　当社グループは、ＰＷＢ用部材を始めとする電子部品用化学品部材の製造販売及び仕入販
売に関する事業を行っています。

⑹　主要な営業所及び工場（平成28年３月31日現在）

太 陽 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 当 社
本 社 東京都 練馬区

嵐山事業所 埼玉県 比企郡嵐山町

太 陽 イ ン キ 製 造 株 式 会 社 連結子会社
本社・工場 埼玉県 比企郡嵐山町

北九州事業所 福岡県 北九州市

中 外 化 成 株 式 会 社 連結子会社

本社・工場 福島県 二本松市

東京営業所 東京都 千代田区

浦 和 工 場 埼玉県 さいたま市

太 陽 油 墨 （ 蘇 州 ） 有 限 公 司 連結子会社 本社・工場 中華人民共和国

台 湾 太 陽 油 墨 股 份 有 限 公 司 連結子会社 本社・工場 台湾

永 勝 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 連結子会社 本社・工場 台湾

韓 国 タ イ ヨ ウ イ ン キ 株 式 会 社 連結子会社 本社・工場 大韓民国

T A I Y O  A M E R I C A ,  I N C . 連結子会社 本社・工場 アメリカ合衆国

TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)L IMITED 連結子会社 本 社 中華人民共和国

太 陽 油 墨 貿 易 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 連結子会社 本 社 中華人民共和国

TAIYO INK INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE LTD 連結子会社 本 社 シンガポール共和国

太 陽 イ ン キ プ ロ ダ ク ツ 株 式 会 社 連結子会社 本 社 大韓民国

（注）平成27年10月に、太陽インキ製造株式会社 北九州事業所を開設しました。

－ 22 －

対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所および工場
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⑺　使用人の状況（平成28年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減（△は減）

ＰＷＢ用部材等の製造販売 959（12）名 63（６）名

全社（共通） 229（ ４）名 ３（３）名

合　　計 1,188（16）名 66（９）名

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用数は年間の平均人員を（　）外数で記載しています。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものです。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減（△は減） 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

80（１）名 ０（０）名 42.3歳 13.8年

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用数は年間の平均人員を（　）外数で記載しています。
２．上記使用人数には当社から社外への出向社員を除き、社外から当社への出向社員を含んでいます。

⑻　主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在）
借　入　先 借　入　額

株式会社三井住友銀行 39百万米ドル

株式会社みずほ銀行 7百万米ドル

株式会社みずほ銀行 31億33百万円

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 23 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項
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２．会社の現況
⑴　株式の状況（平成28年３月31日現在）

① 発行可能株式総数　　普通株式　　　　　　　　50,000,000株
　 　　　　　　　　　　第１回Ａ種種類株式　　　00,100,000株
　 　　　　　　　　　　第２回Ａ種種類株式　　　00,100,000株
② 発行済株式の総数　　普通株式　　　　　　　　27,464,000株
　 　　　　　　　　　　第１回Ａ種種類株式　　　00,021,600株
　 　　　　　　　　　　第２回Ａ種種類株式　　　00,000,0 －株
③ 株主数　　　　　　　普通株式　　　　　　　　00,005,413名
　 　　　　　　　　　　第１回Ａ種種類株式　　　00,000,005名
　 　　　　　　　　　　第２回Ａ種種類株式　　　00,000,0 －名
④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 光 和 5,233千株 22.57％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託
銀 行 再 信 託 分 ・ 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 退 職 給 付 信 託 口 ） 1,116千株 4.81％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 934千株 4.03％

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 900千株 3.88％

四 国 化 成 工 業 株 式 会 社 631千株 2.72％

M I S A K I  E N G A G E M E N T  M A S T E R  F U N D 604千株 2.60％

東 新 油 脂 株 式 会 社 538千株 2.32％

J P  M O R G A N  C H A S E  B A N K  3 8 5 6 3 2 510千株 2.20％

川 原 光 雄 500千株 2.15％

川 原 敬 人 487千株 2.10％

（注）１．当社は、自己株式を4,304,647株所有していますが、上記大株主からは除外しています。なお、自己
株式4,304,647株には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が所有
する当社株式74,390株を含んでおりません。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しています。

－ 24 －

株式の状況
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⑤　その他の株式に関する重要な事項
イ．第三者割当による種類株式の発行

　当社は、平成27年５月25日開催の取締役会において、第三者割当の方法により平成27
年６月26日を払込期日とする第１回Ａ種種類株式を発行することを決議しました。これ
により、発行済株式の総数は21,600株増加し、27,485,600株となりました。

ロ．種類株式新設にかかる定款の一部変更
　当社は、平成27年６月19日開催の第69回定時株主総会決議に基づく定款の一部変更
により、発行可能株式総数を50,100,000株から50,200,000株に変更し、発行可能種類
株式総数を、それぞれ普通株式50,000,000株、第１回Ａ種種類株式100,000株、第２
回Ａ種種類株式100,000株としています。

⑵　新株予約権等の状況
該当事項はありません。

－ 25 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（平成28年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 英 志

グ ル ー プ 最 高 経 営 責 任 者 ( Ｃ Ｅ Ｏ )
リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 担 当
研 究 本 部 担 当
太 陽 イ ン キ 製 造 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長
太 陽 グ リ ー ン エ ナ ジ ー 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長
太 陽 油 墨 （ 蘇 州 ） 有 限 公 司 董 事
永 勝 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事
韓 国 タ イ ヨ ウ イ ン キ 株 式 会 社 理 事
TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD D i rec tor
株 式 会 社 エ ス ネ ッ ト ワ ー ク ス 取 締 役

常 務 取 締 役 鹿 島 世 傑

T A I Y O  A M E R I C A ,  I N C . 担 当
中 国 戦 略 室 長
永 勝 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 長 総 経 理
永 勝 泰 油 墨 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 董 事 長 総 経 理
韓 国 タ イ ヨ ウ イ ン キ 株 式 会 社 代 表 理 事 社 長 兼 C E O
TAIYO AMERICA, INC. President and Director
台 湾 太 陽 油 墨 股 份 有 限 公 司 董 事

取 締 役 森 田 孝 行

専 務 執 行 役 員
TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)LIMITED担当
太 陽 油 墨 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 担 当
太 陽 油 墨 ( 蘇 州 ) 有 限 公 司 董 事 長 総 経 理
TAIYO INK INTERNATIONAL(HK)L IMITED Manag ing D i rec to r
太 陽 油 墨 貿 易 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 董 事 長 総 経 理

取 締 役 竹 原 栄 治
専 務 執 行 役 員
コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ オ フ ィ サ ー
太 陽 イ ン キ 製 造 株 式 会 社 代 表 取 締 役 副 社 長

取 締 役 柿 沼 正 久

取 締 役 川 原 敬 人 株 式 会 社 光 和 専 務 取 締 役

取 締 役 樋 爪 昌 之 樋 爪 昌 之 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長
韓 国 タ イ ヨ ウ イ ン キ 株 式 会 社 理 事

取 締 役 森 勇
中 央 大 学 大 学 院 法 務 研 究 科 教 授
コ モ ン ズ 綜 合 法 律 事 務 所 弁 護 士
東 洋 水 産 株 式 会 社 社 外 監 査 役
株 式 会 社 さ い か 屋 社 外 監 査 役

常 勤 監 査 役 堺 　 昭 人

常 勤 監 査 役 吉 本 陽 臣
太 陽 イ ン キ 製 造 株 式 会 社 監 査 役
永 勝 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 監 察 人
永 勝 泰 油 墨 （ 深 圳 ） 有 限 公 司 監 事

監 査 役 遠 藤 輝 好 遠 藤 輝 好 法 律 事 務 所 所 長

（注）１．取締役樋爪昌之氏及び取締役森勇氏は、社外取締役です。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定め
に基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

２．常勤監査役堺昭人氏及び監査役遠藤輝好氏は、社外監査役です。

－ 26 －

会社役員の状況
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３．当事業年度中における取締役及び監査役の地位、担当及び重要な兼職の異動は次のとおりです。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

鹿島世傑 太 陽 油 墨 （ 蘇 州 ） 有 限 公 司 董 事 ― 平成27年 ６月 30日

柿沼正久 グ ル ー プ 最 高 技 術 責 任 者
太 陽 イ ン キ 製 造 株 式 会 社 取 締 役

―
―

平成27年
平成27年

８月
８月

１日
１日

堺　昭人 韓 国 タ イ ヨ ウ イ ン キ 株 式 会 社 監 事 ― 平成27年 ５月 20日

遠藤輝好 東 京 虎 ノ 門 法 律 事 務 所 弁 護 士
―

―
遠 藤 輝 好 法 律 事 務 所 所 長

平成28年
平成28年

１月
１月

26日
27日

４．平成28年４月１日以降における取締役及び監査役の「担当及び重要な兼職の状況」の異動は次のとお
りです。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

鹿島世傑 ― 専 務 執 行 役 員 平成28年 ４月 １日

②　当事業年度中に退任した取締役及び監査役
氏 名 退 任 日 退 任 理 由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

劉 　 時 範 平成27年６月19日 任 期 満 了 監 査 役

③　取締役及び監査役の報酬等の総額
区 分 人 数 報 酬 等 の 総 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

８名
（２名）

530百万円
（13百万円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

４名
（２名）

38百万円
（24百万円）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

12名
（４名）

569百万円
（37百万円）

（注）１．当事業年度末日の取締役は８名（うち社外取締役は２名）、監査役は３名（うち社外監査役は２名）
です。上記の監査役の人数と相違しているのは、平成27年６月19日開催の第69回定時株主総会終結
の時をもって退任した監査役１名が含まれているためです。

２．取締役の報酬限度額は、平成26年６月20日開催の第68回定時株主総会において、確定金額報酬とし
て基本報酬を年額３億円以内、業績連動報酬として業績連動金銭報酬を連結当期純利益の1.6％以内
及び業績連動株式報酬を連結当期純利益の6.4％以内と決議いただいています。

３．監査役の報酬限度額は、平成23年６月28日開催の第65回定時株主総会において、月額５百万円以内
と決議いただいています。

４．上記の報酬等の総額には、以下のものも含まれています。
　・業績連動報酬　取締役５名　442百万円

５．上記のほか、社外役員が当社の子会社から受けた役員としての報酬等の総額は１名に対し１百万円です。

－ 27 －

会社役員の状況
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④　社外役員に関する事項（平成28年３月31日現在）
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役樋爪昌之氏は、樋爪昌之公認会計士事務所の所長及び韓国タイヨウインキ株式
会社の理事です。樋爪昌之公認会計士事務所と当社との間には特別の関係はありませ
ん。また、韓国タイヨウインキ株式会社は当社の連結子会社です。

・取締役森勇氏は、中央大学大学院法務研究科の教授、コモンズ綜合法律事務所所属の
弁護士、東洋水産株式会社の社外監査役及び株式会社さいか屋の社外監査役です。い
ずれの兼職先についても当社との間には特別の関係はありません。

・監査役堺昭人氏は、韓国タイヨウインキ株式会社の監事でしたが、平成27年５月20日
付で退任しました。同社は当社の連結子会社です。

・監査役遠藤輝好氏は、東京虎ノ門法律事務所所属の弁護士でしたが、平成28年１月26
日付で退所し、同年１月27日付で遠藤輝好法律事務所の所長に就任しています。東京
虎ノ門法律事務所及び遠藤輝好法律事務所と当社との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

取 締 役 会 （ 1 1 回 開 催 ） 監 査 役 会 （ 1 2 回 開 催 ）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 樋 爪 昌 之 11回 100％ ― ―

取 締 役 森 勇 8回 100％ ― ―

監 査 役 堺 　 昭 人 11回 100％ 12回 100％

監 査 役 遠 藤 輝 好 11回 100％ 12回 100％

（注）取締役森勇氏は平成27年６月19日付で取締役に就任しており、就任後の取締役会の開催回数は8回です。

・取締役会及び監査役会における発言状況
取締役樋爪昌之氏は、主に公認会計士としての専門的見地から、取締役森勇氏は、弁
護士及び大学院法務研究科の教授としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための必要な発言を行っています。
また、監査役堺昭人氏は、これまで培ってきたビジネス経験から、監査役遠藤輝好氏
は、弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保す
るために適宜質問し、意見を述べています。また、監査役会において、監査結果につ
いての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っています。

－ 28 －

会社役員の状況
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ハ．責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同
法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意か
つ重大な過失がないときに限り、法令が定める最低責任限度額としています。

⑷　会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 93百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の
報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。

２．監査役会は、当事業年度の会計監査人の監査計画における業務内訳、監査時間及び報酬額の見積りの
妥当性について、前事業年度の監査実績の分析と評価を踏まえ精査した結果、会計監査人の報酬等に
つき同意しました。

３．当社の重要な海外子会社のうち、永勝泰科技股份有限公司については、当社の会計監査人以外の監査
法人の監査を受けています。

③　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した
旨及び解任の理由を報告します。
　また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、
その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関す
る議案の内容を決定します。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

－ 29 －

会社役員の状況、会計監査人の状況
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⑸　業務の適正を確保するための体制（平成28年３月31日現在）
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の
業務の適正を確保するための体制についての概要は、以下のとおりです。
①　取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
イ．「ＣＳＲ理念」と「行動規範」を制定し、取締役・使用人に周知徹底する。
ロ．取締役１名を「コンプライアンス・オフィサー」として選任する。取締役・監査役・

使用人で構成する「倫理委員会」を設け、倫理・法令遵守上の重要問題を審議する。使
用人から「倫理担当」を選任し活動を推進する。

ハ．社内担当者を相談窓口、社外弁護士を通報窓口とする内部通報体制を運営する。
ニ．コンプライアンス・オフィサーは倫理・法令遵守の状況について定期的に取締役会に

報告する。
ホ．執行部門から独立した「内部監査部門」を設け、その監査結果を取締役会、監査役会

に報告し、必要に応じ会計監査人にも報告を行う。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存す

る。取締役及び監査役は文書管理規程により常時これらの文書を閲覧できるものとする。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．取締役１名を「リスクマネジメント担当取締役」として選任する。
ロ．通常業務のリスクについては、担当部門がリスクの評価・対応を行う。また、リスク

マネジメント委員会は、グループ全体の横断的なリスク管理を実施する。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ．取締役会を原則として月１回開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催して重要

事項につき機動的な意思決定を行う。
ロ．組織規程、職務分掌規程、職務権限表において業務執行に係る責任と執行手続を規定する。
ハ．中期経営計画及び年度経営計画を策定し、また各組織のミッション、中期的・短期的

取組課題を設定する。

⑤　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．主たる子会社各社の担当取締役を定めて経営上の指導を行う。
ロ．当社の執行役員及び子会社の代表者により構成される執行役員会を原則として月１回

開催し、企業集団の横断的問題につき審議する。

－ 30 －

業務の適正を確保するための体制
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ハ．子会社の経営については自主性を尊重しつつ「子会社・関連会社管理規程」「子会社
職務権限表」に基づき当社の決裁、当社への報告を行うこととし、これにより子会社経
営の管理を行うこととする。

ニ．内部監査部門、経理財務部門、監査役、会計監査人は必要に応じて子会社を往査する。
ホ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ために、グループ企業全てに適用される「ＣＳＲ理念」を定め、これを基礎としてグル
ープ各社で諸規程を定める。

⑥　監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ．監査役が職務を補助する者を置くことを求めた場合、当社の使用人から監査役スタッ

フを配置し、当該監査役スタッフは、監査役の指示に対し、監査役の指揮管理のもと専
任して行う。

ロ．監査役スタッフの人事評価については監査役の同意を必要とする。

⑦　取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制
イ．取締役は、法定の事項に加え法令・定款違反があること、又は当社及び子会社の業績

に影響を与える重要な事項があることを発見したときは監査役に都度報告する。
ロ．使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実や法令・定款違反

があることを発見したときは、監査役に直接報告ができるものとする。なお、報告者の
氏名等の秘密は厳守し、報告者が報告をしたことを理由として、不利益な取扱いをする
ことを禁止する。

⑧　その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ．監査役は取締役会に加え、執行役員会その他の重要な会議に出席するとともに、業務

執行に係る重要な書類の閲覧を行い、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めるこ
ととする。

ロ．監査役は会計監査人と監査計画、監査結果等について意見交換を行うなど相互に連携
を取りながら監査を実施している。

ハ．執行部門から独立した内部監査部門を設置し、内部監査部門は内部監査の結果を監査
役に報告、討議するなど監査役と緊密な連携を保っている。

ニ．当社は監査役の職務の執行に生ずる費用について、毎年予算計上をし、また、緊急に
発生する監査費用についても相当な費用を支出する。

⑨　財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ
適切な提出に向け、内部統制システムの構築を行う。また、その体制が適正に機能するこ
とを継続的に評価し、必要な是正を行うこととする。

－ 31 －

業務の適正を確保するための体制
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⑩　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
　当社は社会的秩序や健全な企業活動を阻害するおそれのある反社会的勢力からの不法・
不当な要求には一切応じることなく、当社がこのような団体又は個人から不当な要求を受
けた場合は、警察等関連機関とも連携して組織的に毅然とした態度で対応する。

（注）当社は、平成27年６月22日及び平成27年10月30日開催の取締役会において、今般の会社法改正など
の理由により、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システム構築の
基本方針」）を一部改定する決議をしました。上記は改定後の当該基本方針です。

⑹　業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当連結会計年度における当社の内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりです。
①　コンプライアンス

コンプライアンス・オフィサーは、倫理・法令遵守の状況について四半期毎に取締役会
に報告しています。また、全社員対象の研修を実施し、コンプライアンスの意識向上を図
りました。

②　リスクマネジメント
　定期的に防災訓練やマニュアルの見直し、海外安全情報の発信などを実施しています。
また、ＢＣＰ（事業継続計画）体制の強化として福岡県北九州市に生産拠点を新設しまし
た。

③　監査役会の監査体制
　監査役会の求めにより、監査役の職務を補助する者として当社の使用人から監査役スタ
ッフを配置しました。

④　財務報告に係る内部統制
　内部統制基本計画書に基づき内部統制評価を実施しました。

⑤　内部監査部門による内部監査
　内部監査計画書に基づき内部監査を実施しました。また、内部監査の結果を監査役に報
告し、監査役と連携を保っています。

⑺　会社の支配に関する基本方針
特に定めていません。

⑻　剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、現金による株主の皆さまへの利益還元を重要政策と位置付けており、継続的かつ
安定的に高水準の利益還元を実施しています。株主資本配当率を目標指標とし、「連結決算
を基準に株主資本配当率を中長期的に５％以上とすること」を目処としています。

－ 32 －

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

（単位　百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目
当 連 結
会 計 年 度 末

前 連 結
会 計 年 度 末
( ご 参 考 ) 科 目

当 連 結
会 計 年 度 末

前 連 結
会 計 年 度 末
( ご 参 考 )

金 　 額 金 　 額 金 　 額 金 　 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 消 費 税 等
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
借 地 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
繰 延 税 金 資 産
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

39,340
21,408
12,836

－
2,013

410
1,593

248
72

1,096
△339

26,124
19,644
10,523
2,764
1,154
4,616

579
4

4,919
4,432

112
339
34

1,561
656
39
97

356
413
△1

37,942
19,766
13,111

0
2,348

291
1,886

169
99

609
△341

23,298
16,865
8,014
1,970

746
4,342
1,791

－
5,327
4,849

128
306
43

1,106
361
39
63

339
303
△1

流 動 負 債 10,898 11,056
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 5,765 5,661
短 期 借 入 金 932 729
１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 440 340
未 払 金 1,697 2,032
未 払 法 人 税 等 776 1,139
未 払 費 用 310 313
繰 延 税 金 負 債 412 403
賞 与 引 当 金 398 384
役 員 賞 与 引 当 金 5 3
そ の 他 160 48

固 定 負 債 9,315 8,872
繰 延 税 金 負 債 1,258 1,069
長 期 借 入 金 7,413 7,685
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 157 10
退 職 給 付 に 係 る 負 債 116 －
資 産 除 去 債 務 331 55
株 式 給 付 引 当 金 27 42
そ の 他 10 8

負 債 合 計 20,214 19,929
純 資 産 の 部

株 主 資 本 41,841 35,676
資 本 金 6,188 6,134
資 本 剰 余 金 7,304 7,143
利 益 剰 余 金 42,490 36,997
自 己 株 式 △14,141 △14,598

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 1,274 3,396
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 96 110
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,190 3,332
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 △12 △46

非 支 配 株 主 持 分 2,135 2,238
純 資 産 合 計 45,250 41,312

資 産 合 計 65,464 61,241 負 債 純 資 産 合 計 65,464 61,241

－ 33 －

連結貸借対照表
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連 結 損 益 計 算 書
(平成27年４月 １日から )平成28年３月31日まで

（単位　百万円）

科 目
当 連 結 会 計 年 度 前 連 結 会 計 年 度

（ ご 参 考 ）
金 額 金 額

売 上 高 49,843 48,260
売 上 原 価 27,355 28,865

売 上 総 利 益 22,487 19,394
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 11,522 10,139

営 業 利 益 10,964 9,254
営 業 外 収 益 265 376

受 取 利 息 103 113
受 取 配 当 金 8 13
為 替 差 益 24 127
還 付 消 費 税 等 － 27
補 助 金 収 入 22 4
そ の 他 106 89

営 業 外 費 用 100 101
支 払 利 息 69 30
投 資 事 業 組 合 運 用 損 12 －
自 己 株 式 取 得 費 用 0 51
そ の 他 18 19

経 常 利 益 11,129 9,529
特 別 利 益 40 406

固 定 資 産 売 却 益 6 19
厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 益 34 －
投 資 有 価 証 券 売 却 益 － 386

特 別 損 失 32 15
固 定 資 産 売 却 損 0 0
減 損 損 失 31 －
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 － 14

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 11,137 9,920
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,855 2,670
法 人 税 等 調 整 額 153 277
当 期 純 利 益 8,128 6,972
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 331 305
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,796 6,667

－ 34 －
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年４月 １日から )平成28年３月31日まで
当連結会計年度

（単位　百万円）
株主資本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計
当期首残高 6,134 7,143 36,997 △14,598 35,676

当期変動額

剰余金の配当 △2,303 △2,303
親会社株主に帰属する
当期純利益 7,796 7,796

新株の発行 53 53 106

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 107 457 565
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 53 160 5,493 456 6,164

当期末残高 6,188 7,304 42,490 △14,141 41,841

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当期首残高 110 3,332 △46 3,396 2,238 41,312

当期変動額

剰余金の配当 △2,303
親会社株主に帰属する
当期純利益 7,796

新株の発行 106

自己株式の取得 △0

自己株式の処分 565
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △14 △2,141 33 △2,122 △103 △2,225

当期変動額合計 △14 △2,141 33 △2,122 △103 3,938

当期末残高 96 1,190 △12 1,274 2,135 45,250

－ 35 －
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前連結会計年度（ご参考）
（単位　百万円）

株主資本
資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当期首残高 6,134 7,102 32,257 △5,373 40,120
会計方針の変更による
累積的影響額 362 362

会計方針の変更を反映
した当期首残高 6,134 7,102 32,619 △5,373 40,483

当期変動額

剰余金の配当 △2,289 △2,289
親会社株主に帰属する
当期純利益 6,667 6,667

自己株式の取得 △9,519 △9,519

自己株式の処分 41 294 336
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － 41 4,377 △9,225 △4,806

当期末残高 6,134 7,143 36,997 △14,598 35,676

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

当期首残高 235 328 △74 489 2,045 42,655
会計方針の変更による
累積的影響額 362

会計方針の変更を反映
した当期首残高 235 328 △74 489 2,045 43,017

当期変動額

剰余金の配当 △2,289
親会社株主に帰属する
当期純利益 6,667

自己株式の取得 △9,519

自己株式の処分 336
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △125 3,003 28 2,907 193 3,100

当期変動額合計 △125 3,003 28 2,907 193 △1,705

当期末残高 110 3,332 △46 3,396 2,238 41,312

－ 36 －
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連結注記表
１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
①　連結子会社の状況

・連結子会社の数
・主要な連結子会社の名称（国内）

15社
太陽インキ製造株式会社
中外化成株式会社

（海外） 太陽油墨（蘇州）有限公司
台湾太陽油墨股份有限公司
永勝泰科技股份有限公司
韓国タイヨウインキ株式会社
TAIYO AMERICA, INC.
TAIYO INK INTERNATIONAL（HK）LIMITED
太陽油墨貿易（深圳）有限公司
TAIYO INK INTERNATIONAL（SINGAPORE）PTE LTD
太陽インキプロダクツ株式会社

②　非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称　　（国内）

（海外）
・連結の範囲から除いた理由

太陽グリーンエナジー株式会社
TAIYO INK（THAILAND）CO., LTD.
非連結子会社については、小規模であり、総資産、売上高、当期純
損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、
いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲
から除外しています。

⑵　持分法の適用に関する事項
　・持分法を適用していない非連結子会社の状況

非連結子会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼ
す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法適用の範囲から除外しています。

⑶　連結の範囲の変更に関する事項
　中外化成株式会社については、当連結会計年度において全株式を取得したため、連結の範囲に含めていま
す。
　また、太陽インキプロダクツ株式会社については、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の
範囲に含めています。

⑷　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうち、太陽油墨（蘇州）有限公司及び太陽油墨貿易（深圳）有限公司の決算日は12月31日
です。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用してい
ます。
　また、連結子会社のうち、永勝泰科技股份有限公司の決算日は12月31日であり、連結決算日と異なって
いますが、決算日の差異が３ヶ月を超えないため、当該子会社の計算書類を基礎として連結計算書類を作成
しています。
　その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しています。

－ 37 －
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⑸　会計方針に関する注記
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券
・持分法非適用の非連結子会社株式…移動平均法による原価法
・その他有価証券

時価のあるもの……………………当連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ
り算定）

時価のないもの……………………移動平均法による原価法
なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第２条第２項に
より有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定
される決算報告日に応じて入手可能な決算書等を基礎として持
分相当額を純額で取り込む方法によっています。

ロ．デリバティブ……………………………時価法
ハ．たな卸資産………………………………主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産
建物………………………………………主として定額法
建物以外…………………………………主として定率法
主な耐用年数……………………………建物及び構築物　　　　　　７～60年

機械装置及び運搬具　　　　４～10年
工具、器具及び備品　　　　３～８年

ロ．無形固定資産
ソフトウエア（自社利用）……………社内見込利用可能期間（５年）に基づく定額法
借地権……………………………………定額法
その他……………………………………定額法

③ 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金………………………………債権の貸倒による損失に備えるために、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

ロ．賞与引当金………………………………当社及び一部の連結子会社については、支給見込額基準により
算出した金額を計上しています。

ハ．役員賞与引当金…………………………役員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年
度に負担すべき額を計上しています。

ニ．役員退職慰労引当金……………………役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期
末要支給額を引当計上しています。
なお、当社は平成22年４月22日開催の取締役会において役員
退職慰労金制度の廃止を決議し、平成22年６月29日開催の第
64回定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止に伴う
打ち切り支給議案が承認可決されています。

－ 38 －
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役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給は、制度廃止
時までの在任期間に応じた退職慰労金を退任時に支給するも
のです。また、当連結会計年度の役員退職慰労引当金の増加
は、当連結会計年度より連結子会社となった中外化成株式会
社によるものです。

ホ．株式給付引当金…………………………株式交付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、
当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計
上しています。

④ のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、５年又は20年間の定額法により償却を行っています。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

　繰延処理によっています。在外連結子会社に対する持分への投資についてはヘッジ手段から生じた
為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法によっています。なお、金利スワップについて
は、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しています。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

外貨建借入金 在外連結子会社持分への投資

金利スワップ 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
ハ．ヘッジ方針

　ヘッジ対象の範囲内で、在外連結子会社持分への投資に係る為替変動リスク及び借入金の金利変動リ
スクを回避する目的でヘッジ手段を利用する方針です。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法
　在外連結子会社持分への投資については、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘ
ッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎としてヘッジ有効性を評価して
います。また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しています。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、当社及び一部の連結子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連
結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しています。な
お、年金資産の額が退職給付債務の額を超過している場合には、退職給付に係る資産に計上していま
す。また、当社及び一部の連結子会社は、確定給付制度の他、確定拠出型制度等を設けています。
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっています。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（主として５年）による定額法により費用処理しています。数理計算上の差異は、各連
結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として５年）にて翌連結会計年
度から費用処理しています。未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調
整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しています。

－ 39 －
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ロ．重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理
しています。
　なお、在外連結子会社の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費
用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配
株主持分に含めて計上しています。

ハ．消費税等の会計処理
　税抜方式によっています。

ニ．連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しています。

２．会計方針の変更に関する注記
（企業結合に関する会計基準等の適用）
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」
という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結
会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。
以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社
に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会
計年度の費用として計上する方法に変更しています。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合
については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度
の連結計算書類に反映させる方法に変更しています。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分
から非支配株主持分への表示の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度に
ついては、連結計算書類の組替えを行っています。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)
及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点
から将来にわたって適用しています。
　この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ68百万円減少
しています。また、当期連結会計期間末の資本剰余金に与える影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）
　前連結会計年度まで区分掲記して表示していました「投資その他の資産」の「長期貸付金」は、金額的重
要性が乏しいため、当連結会計年度においては「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示していま
す。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結計算書類の組替えを行っています。
　この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「投資その他の資産」の「長期貸付金」に表示し
ていた２百万円は、「投資その他の資産」の「その他」として組替えを行っています。

４．連結貸借対照表に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 25,636百万円
⑵　圧縮記帳額

国庫補助金の受入れにより、下記の圧縮記帳額を当該資産の取得価額から控除しています。
建物及び構築物 5百万円
工具、器具及び備品 0百万円

－ 40 －
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 27,464,000株
第１回Ａ種種類株式 21,600株
合計 27,485,600株

⑵　当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

平 成 2 7 年 ６ 月 1 9 日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 1,036 45 平成27年３月31日 平成27年６月22日

平成27年10月30日
取 締 役 会

普 通 株 式 1,273 55 平成27年９月30日 平成27年12月１日

第 １ 回 Ａ 種
種 類 株 式 1 55 平成27年９月30日 平成27年12月１日

（注）平成27年６月19日定時株主総会の決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社株式に対する配当金４百万円が含まれています。
また、平成27年10月30日取締役会の決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社株式に対する配当金４百万円が含まれています。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配 当 の 原 資 配 当 金 の 総 額
(百万円)

１株当たり配当額
(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

平成28年６月21日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 利 益 剰 余 金 1,273 55 平成28年３月31日 平成28年６月22日

第１回Ａ種
種 類 株 式 利 益 剰 余 金 1 55 平成28年３月31日 平成28年６月22日

（注）平成28年６月21日定時株主総会の決議による配当金の総額には、日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（株式付与ＥＳＯＰ信託口）が保有する当社株式に対する配当金４百万円が含まれています。
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６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、必要な資金は内部資金を充当することとし、多額の資金を要する案件に関しては、市
場の状況を勘案の上、銀行借入等により調達する方針です。
　また、一時的な余資については安全性の高い金融商品に限定した運用をしています。
　デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針です。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行う
にあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。
　有価証券及び投資有価証券は、主に債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動
リスクに晒されています。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日です。一部外貨建のもの
については、為替の変動リスクに晒されています。
　デリバティブ取引は、外貨建の営業債権等に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為
替予約取引等です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の
評価方法等については、前述の「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 ⑸ 
会計方針に関する注記 ⑤ 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

③　金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、与信管理規程に従い、営業債権について取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手
ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
ています。連結子会社についても、当社の規程に準じた管理を行っています。
　債券については、格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であると判断してい
ます。
　デリバティブ取引については、取引の契約先をいずれも信用度の高い金融機関に限定しているため信
用リスクはほとんどないと認識しています。

ⅱ　市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社及び一部連結子会社は、外貨建の営業債権債務及び長期借入金について、為替の変動リスクに晒
されていますが、通貨別月別に把握するなどの方法により管理しています。
　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（主として取引先企業）の財務状況等
を把握し、また、株式については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直して
います。
　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた管理規程に従い、担
当部署が決裁担当者の承認を得て行っています。取引実績は、定期的に取締役会等に報告しています。

ⅲ　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　当社グループは、各社が適時に資金繰計画を作成・検討するとともに、手許流動性の維持等により流
動性リスクを管理しています。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません（（注）２．参照）。

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 （ ※ ３ ) 時 　 価 （ ※ ３ ) 差 　 額

① 現 金 及 び 預 金 21,408百万円 21,408百万円 －百万円

② 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 12,836

貸 倒 引 当 金 (※１) △339

12,496 12,496 －

③ 投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 457 457 －

④ 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 (5,765) (5,765) －

⑤ 未 払 金 (1,697) (1,697) －

⑥ 未 払 法 人 税 等 (776) (776) －

⑦ 短 期 借 入 金 (932) (932) －

⑧ 長 期 借 入 金
（ １ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 を 含 む ） (7,853) (7,890) △37

⑨ デ リ バ テ ィ ブ 取 引

ⅰ  ヘ ッ ジ 会 計 が 適 用 さ れ て い な い も の 16 16 －

ⅱ  ヘ ッ ジ 会 計 が 適 用 さ れ て い る も の － － －

デ リ バ テ ィ ブ 取 引 計 ( ※ ２ ) 16 16 －
(※１)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しています。
(※２)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しています。
(※３)負債に計上されているものについては、（　）で示しています。

 （注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資　産
①　現金及び預金、②　受取手形及び売掛金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっています。

③　投資有価証券
　これらの時価について、株式等は取引所の価格に、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から
提示された価格によっています。

負　債
④　支払手形及び買掛金、⑤　未払金、⑥　未払法人税等、⑦　短期借入金
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっています。
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⑧　長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
　変動金利による長期借入金については、短期間で市場金利を反映し、また当社の信用状況は借入
の実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該
帳簿価額によっています。金利スワップの特例処理の対象となっている長期借入金については、当
該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される
合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。
　デリバティブ取引
⑨　デリバティブ取引

ⅰ　ヘッジ会計が適用されていないもの
　取引先金融機関から提示された価格等により算定しています。

ⅱ　ヘッジ会計が適用されているもの
　金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金（１年内返済予定
の長期借入金を含む）と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に
含めて記載しています。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区 　 　 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非 上 場 株 式 12百万円
関 係 会 社 株 式 39
投 資 事 業 組 合 へ の 出 資 金 187

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「投
資有価証券」には含めていません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１ 　 年 　 以 　 内 １ 年 超 ５ 年 以 内

現 金 及 び 預 金 21,408百万円 －百万円
受 取 手 形 及 び 売 掛 金 12,836 －

４．借入金の連結決算日後の返済予定額
１年以内

（百万円）
１年超

２年以内
（百万円）

２年超
３年以内

（百万円）

３年超
４年以内

（百万円）

４年超
５年以内

（百万円）
５年超

（百万円）

短期借入金 932 － － － － －

長期借入金
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 440 440 4,775 2,140 57 －

７．賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産については重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 1,865円94銭

（注）１．株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行
済株式総数から控除する自己株式に含めています。（当連結会計年度　74,390株）

２．第１回Ａ種種類株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の
権利を有しているため、１株当たり純資産額の算定上、普通株式に含めて計算しています。

⑵　１株当たり当期純利益 337円99銭
（注）１．株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平

均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。（当連結会計年度　81,912株）
２．第１回Ａ種種類株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の

権利を有しているため、１株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて計算しています。

９．企業結合等に関する注記
取得による企業結合
⑴　企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称　　　中外化成株式会社
事業の内容　　　　　　染料、顔料、薬品、インクの製造及び販売

② 企業結合を行った主な理由
　中外化成株式会社の株式を取得し子会社化することでお互いの経営資源を補完的にかつ有効的に活用す
ることが可能となり、上流技術である中外化成株式会社の有機合成技術と当社グループの確固たる自社製品
展開力を合わせることで、新たな事業展開の選択肢拡大、競争力強化、新分野での自社製品としての事業展
開などを通じ、お客様の要求へ迅速にきめ細やかな対応が図れるものと考えています。

③ 企業結合日
平成27年４月30日（みなし取得日）

④ 企業結合の法的形式
株式交換

⑤ 結合後企業の名称
太陽ホールディングス株式会社

⑥ 取得した議決権比率
100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
　当社が株式交換完全親会社となることに加えて、総体としての株主が占める相対的な議決権比率の大き
さ、相対的な規模の著しい相違の有無などの複数の要素を総合的に勘案した結果、当社を取得企業と決定し
ました。

⑵　連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
平成27年５月１日から平成28年３月31日まで

⑶　被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価　　太陽ホールディングス株式会社の普通株式　　491百万円
取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　491百万円
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⑷　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

６百万円
② 発生原因

取得原価が被取得企業の純資産を上回ったため、その超過額をのれんとして計上しています。
③ 償却方法及び償却期間

金額的重要性が乏しいため一括償却
⑸　株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数

① 株式の種類別の交換比率
中外化成株式会社の普通株式　１株：太陽ホールディングス株式会社の普通株式　0.12株

② 株式交換比率の算定方法
イ．割当ての内容の根拠及び理由

　当社は、本株式交換に用いられる株式交換比率の算定にあたり、本株式交換の株式交換比率の公正
性・妥当性を確保するために、両社から独立した第三者算定機関である株式会社KPMG FAS（以下
「KPMG」といいます。）に株式交換比率の算定を依頼しました。当社は、第三者算定機関から提出
を受けた株式交換比率の算定結果を参考に、両社の財務状況、業績動向、株価動向等を勘案の上、中外
化成株式会社との間で慎重に交渉・協議を行いました。その結果、両社は、上記⑸ ①記載の株式交換
比率は妥当であり、それぞれの株主の利益に資するものであると判断し、平成27年４月20日に開催さ
れた取締役会にて、それぞれ本株式交換の株式交換比率を決定し、同日、両社間で本株式交換契約を締
結しました。なお、株式交換比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、両社間
で協議の上、合意により変更することがあります。

ロ．算定に関する事項
ⅰ　算定機関の名称並びに当社及び中外化成株式会社との関係

　当社算定機関であるKPMGは当社及び中外化成株式会社から独立した算定機関であり、当社及び
中外化成株式会社の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載すべき重要な利害関係を有し
ていません。

ⅱ　算定の概要
　KPMGは、当社については、東京証券取引所第一部に上場しており市場株価が存在することから
株式市価法を、中外化成株式会社については、株式を上場していないものの参照可能な上場類似企業
が存在することから株価倍率法を、また将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテ
ッド・キャッシュ・フロー法（以下「DCF法」といいます。）を採用して評価を行いました。なお、
中外化成株式会社のDCF法による評価において、前提とした事業計画には大幅な増減益となること
や資産、負債の金額が直近の計算書類と比べて大きく異なることなどは見込んでいません。
　KPMGが各評価手法に基づき算出した株式交換比率（中外化成株式会社の普通株式１株に対して
割当て交付される当社の普通株式数）の評価レンジは以下のとおりです。

採用手法 株式交換比率の評価レンジ当社 中外化成株式会社

株式市価法 株価倍率法 0.068～0.230
DCF法 0.083～0.152

ハ．交付した株式数
118,800株
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⑹　主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等 68百万円

⑺　企業結合日に受け入れた資産及び負債の額並びにその主な内訳
　当社を株式交換完全親会社、中外化成株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換に伴う連結開始時の
資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と株式交換に伴う現金及び現金同等物増加額との関係は次のとお
りです。

流動資産 615百万円
固定資産 1,452
のれん 6
流動負債 △448
固定負債 △1,135
株式の取得価額 491
現金及び現金同等物 163
株式交換による自己株式の譲渡価額 △491
株式交換に伴う現金及び現金同等物増加額 163

⑻　企業結合が当連結会計年度の開始に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす
影響の概算額及びその算定方法
　当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11．その他の注記
（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
　当社は、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告
第30号　平成27年３月26日）を適用しています。

⑴　取引の概要
　当社は、当社従業員の帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、長期的な業績向上や株価上昇に対する意
欲や士気の高揚を図るとともに、中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、平成26年５月２日開
催の取締役会において、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ＥＳＯＰ信託」の導入を決議しました。
当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することによ
り信託を設定します。当該信託は予め定める株式交付規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数
の当社株式を、当社から一括して取得します。その後、当該信託は、株式交付規程に従い、信託期間中の当
社従業員の資格等級等に応じた当社株式を、在職時に無償で当社従業員に交付します。当該信託により取得
する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、当社従業員の負担はありません。当該信託について
は、信託の資産及び負債を企業の資産及び負債として、貸借対照表に計上し、信託の損益を企業の損益とし
て損益計算書に計上する方法（総額法）を適用しています。

⑵　信託に残存する自社の株式
　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除きます。）により純資産の部に
自己株式として計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度226百万円、
74,390株です。

－ 47 －
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貸　借　対　照　表
（平成28年３月31日現在）

（単位　百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目
当事業年度末 前事業年度末

( ご 参 考 ) 科 目
当事業年度末 前事業年度末

( ご 参 考 )

金 　 額 金 　 額 金 　 額 金 　 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
繰 延 税 金 資 産
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
未 収 法 人 税 等
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
特 許 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

7,643
2,871

489
23

3,677
128
453

28,014
8,476
3,985

278
16
0

236
3,430

528
34
21
7
5

19,504
535

16,049
2,482

372
64

△0

5,610
1,401

504
25

2,823
－

854
26,781
7,948
4,051

288
21
0

135
3,430

21
50
29
15
5

18,782
348

15,489
2,482

404
58

△0

流 動 負 債 1,868 1,879
短 期 借 入 金 675 360
１ 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 340 340
未 払 金 692 686
未 払 法 人 税 等 13 354
賞 与 引 当 金 75 74
そ の 他 71 62

固 定 負 債 7,250 7,893
長 期 借 入 金 7,055 7,685
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 10 10
資 産 除 去 債 務 56 55
繰 延 税 金 負 債 114 117
そ の 他 13 24

負 債 合 計 9,118 9,773
純 資 産 の 部

株 主 資 本 26,543 22,707
資 本 金 6,188 6,134
資 本 剰 余 金 7,304 7,143
資 本 準 備 金 7,155 7,102
そ の 他 資 本 剰 余 金 149 41

利 益 剰 余 金 27,192 24,027
利 益 準 備 金 620 620
そ の 他 利 益 剰 余 金 26,571 23,406

別 途 積 立 金 12,700 12,700
繰 越 利 益 剰 余 金 13,871 10,706

自 己 株 式 △14,141 △14,598
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △3 △88
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金 111 109

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △115 △197
純 資 産 合 計 26,539 22,618

資 産 合 計 35,658 32,392 負 債 純 資 産 合 計 35,658 32,392

－ 48 －
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損　益　計　算　書

(平成27年４月 １日から )平成28年３月31日まで
（単位　百万円）

科 目
当 事 業 年 度 前 事 業 年 度

（ ご 参 考 ）
金 額 金 額

営 業 収 益
配 当 収 入 6,345 4,767
ロ イ ヤ ル テ ィ 収 入 2,065 2,015
不 動 産 賃 貸 収 入 432 8,844 429 7,212

営 業 収 益 計 8,844 7,212
営 業 費 用 2,767 2,767 2,616 2,616

営 業 利 益 6,076 4,596
営 業 外 収 益

受 取 利 息 25 11
受 取 配 当 金 6 12
受 取 手 数 料 101 114
補 助 金 収 入 22 4
為 替 差 益 － 4
還 付 消 費 税 等 － 27
そ の 他 3 159 8 185

営 業 外 費 用
支 払 利 息 57 25
投 資 事 業 組 合 運 用 損 12 －
自 己 株 式 取 得 費 用 － 51
為 替 差 損 34 －
そ の 他 5 110 1 79

経 常 利 益 6,125 4,702
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 － － 307 307
特 別 損 失

ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 － － 14 14
税 引 前 当 期 純 利 益 6,125 4,994
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 678 602
法 人 税 等 調 整 額 △21 657 △11 591
当 期 純 利 益 5,468 4,403

－ 49 －
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株主資本等変動計算書

(平成27年４月 １日から )平成28年３月31日まで
当事業年度

（単位　百万円）
株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利益剰余
金 合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当期首残高 6,134 7,102 41 7,143 620 12,700 10,706 24,027 △14,598 22,707
当期変動額

剰余金の配当 △2,303 △2,303 △2,303
当期純利益 5,468 5,468 5,468
新株の発行 53 53 53 106
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 107 107 457 565
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 53 53 107 160 － － 3,164 3,164 456 3,836
当期末残高 6,188 7,155 149 7,304 620 12,700 13,871 27,192 △14,141 26,543

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延
ヘ ッ ジ 損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 109 △197 △88 22,618
当期変動額

剰余金の配当 △2,303
当期純利益 5,468
新株の発行 106
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 565
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 2 81 84 84

当期変動額合計 2 81 84 3,920
当期末残高 111 △115 △3 26,539
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前事業年度（ご参考）
（単位　百万円）

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合 計資 本

準 備 金
その他資
本剰余金

資本剰余
金 合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利益剰余
金 合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

当期首残高 6,134 7,102 0 7,102 620 12,700 8,230 21,551 △5,373 29,414
会計方針の変更による
累積的影響額 362 362 362

会計方針の変更を
反映した当期首残高 6,134 7,102 0 7,102 620 12,700 8,592 21,913 △5,373 29,776

当期変動額
剰余金の配当 △2,289 △2,289 △2,289
当期純利益 4,403 4,403 4,403
自己株式の取得 △9,519 △9,519
自己株式の処分 41 41 294 336
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 41 41 － － 2,113 2,113 △9,225 △7,069
当期末残高 6,134 7,102 41 7,143 620 12,700 10,706 24,027 △14,598 22,707

評価・換算差額等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
繰 延
ヘ ッ ジ 損 益

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 235 － 235 29,650
会計方針の変更による
累積的影響額 362

会計方針の変更を
反映した当期首残高 235 － 235 30,012

当期変動額
剰余金の配当 △2,289
当期純利益 4,403
自己株式の取得 △9,519
自己株式の処分 336
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △126 △197 △324 △324

当期変動額合計 △126 △197 △324 △7,394
当期末残高 109 △197 △88 22,618

－ 51 －
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法

ア．子会社株式…………………………移動平均法による原価法
イ．その他有価証券

時価のあるもの……………………決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………………移動平均法による原価法
なお、投資事業組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により
有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される
決算報告日に応じて入手可能な決算書等を基礎として持分相当額
を純額で取り込む方法によっています。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産
　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法）を
採用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物　　　　　　　　15～50年
構築物　　　　　　　 ７～60年
機械及び装置　　　　　　  ８年
車両運搬具　　　　　  ４～６年
工具、器具及び備品　  ３～８年

②　無形固定資産
ソフトウエア（自社利用）………社内見込利用可能期間（５年）に基づく定額法
特許権………………………………定額法
その他………………………………定額法

⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

②　賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額基準により算出した金額を計上しています。

③　役員賞与引当金
　役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しています。なお、
当事業年度末においては、役員賞与引当金残高はありません。

－ 52 －
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④　退職給付引当金又は前払年金費用
　従業員の退職給付に備えて、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ています。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定
額法にて費用処理しています。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（５年）による定額法にて翌期から費用処理することとしています。

⑤　役員退職慰労引当金
　役員に対する退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を引当計上しています。
　なお、平成22年４月22日開催の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成22年６月
29日開催の第64回定時株主総会において役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給議案が承認可決
されています。
　役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給は、制度廃止時までの在任期間に応じた退職慰労金を退
任時に支給するものです。

⑥　株式給付引当金
　株式交付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見
込額に基づき計上しております。

⑷　重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法
　繰延処理によっています。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例
処理を採用しています。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

外貨建借入金 在外子会社持分への投資

金利スワップ 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

③　ヘッジ方針
　ヘッジ対象の範囲内で、在外子会社持分への投資に係る為替変動リスク及び借入金の金利変動リスクを
回避する目的でヘッジ手段を利用する方針です。

④　ヘッジ有効性評価の方法
　在外子会社持分への投資については、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対
象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎としてヘッジ有効性を評価しています。
また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しています。

⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①　外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい
ます。

②　消費税等の会計処理
　税抜方式によっています。

③　連結納税制度の適用
　連結納税制度を適用しています。

－ 53 －
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④　退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結
計算書類におけるこれらの会計処理と異なっています。

２．会計方針の変更に関する注記
（企業結合に関する会計基準等の適用）
　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」
という。）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事
業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として
計上する方法に変更しています。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会
計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方
法に変更しています。
　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、及び事業分離等会計基準第
57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用してい
ます。
　これによる計算書類に与える影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
　前事業年度まで区分掲記して表示していました「流動資産」の「貯蔵品」及び「前払費用」は、金額的重
要性が乏しいため、当事業年度においては「流動資産」の「その他」に含めて表示しています。この表示方
法の変更を反映させるため、前事業年度の計算書類の組替えを行っています。
　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「貯蔵品」に表示していた０百万円及び
「前払費用」に表示していた６百万円は、それぞれ「流動資産」の「その他」として組替えを行っていま
す。
　前事業年度まで区分掲記して表示していました「無形固定資産」の「借地権」は、金額的重要性が乏しい
ため、当事業年度においては「無形固定資産」の「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更
を反映させるため、前事業年度の計算書類の組替えを行っています。
　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」の「借地権」に表示していた４百万円、
は、「無形固定資産」の「その他」として組替えを行っています。
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　前事業年度まで区分掲記して表示していました「投資その他の資産」の「出資金」及び「従業員に対する
長期貸付金」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度においては「投資その他の資産」の「その他」に
含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の計算書類の組替えを行ってい
ます。
　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「出資金」に表示していた０百万
円及び「従業員に対する長期貸付金」に表示していた２百万円は、それぞれ「投資その他の資産」の「その
他」として組替えを行っています。
　前事業年度まで区分掲記して表示していました「流動負債」の「未払費用」、「預り金」及び「前受収
益」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度においては「流動負債」の「その他」に含めて表示してい
ます。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の計算書類の組替えを行っています。
　この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払費用」に表示していた33百万円、
「預り金」に表示していた17百万円及び「前受収益」に表示していた11百万円は、それぞれ「流動負債」
の「その他」として組替えを行っています。

４．貸借対照表関係に関する注記
⑴　有形固定資産の減価償却累計額 7,980百万円
⑵　関係会社に対する金銭債権・債務
①　短期金銭債権 4,603百万円
②　短期金銭債務 33百万円

５．損益計算書関係に関する注記
　関係会社との取引高
(営業取引による取引高）
①　営業収益 8,838百万円
②　営業費用 133百万円
(営業取引以外の取引による取引高）
　その他営業外収益 125百万円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 4,379,037株
第１回Ａ種種類株式 －株
合計 4,379,037株

（注）普通株式の自己株式の株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ信託
口）が保有する株式（当事業年度末　74,390株）が含まれています。
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７．税効果会計に関する注記
⑴　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
役員退職慰労引当金否認 3百万円
賞与引当金繰入額否認 23百万円
ゴルフ会員権評価損否認 9百万円
特許権償却否認 6百万円
資産除去債務 17百万円
繰越欠損金 11百万円
みなし配当 112百万円
株式給付引当金否認 8百万円
繰延ヘッジ損益 37百万円
その他 20百万円
繰延税金資産　小計 249百万円
評価性引当額 △173百万円
繰延税金資産　合計 76百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 49百万円
資産除去債務に対応する除去費用 4百万円
前払年金費用 113百万円
その他 0百万円
繰延税金負債　合計 167百万円
繰延税金負債純額 91百万円

⑵　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 32.95％
（調整）
外国税額控除 △0.14％
配当金源泉税等永久に損金に算入されない項目 10.94％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △32.46％
住民税均等割等 0.08％
試験研究費等税額控除 △0.65％
評価性引当金 △0.49％
その他 0.50％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.73％

⑶　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）、「地方税法等の一部を改正する等の
法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後開始する
事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税
金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時
差異等については30.75％に、平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等につ
いては30.76％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については
30.52％となります。
　この税率の変更による影響は軽微です。
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８．関連当事者との取引に関する注記
⑴　子会社等

種 類 会 社 等 の 名 称 資 本 金 又
は 出 資 金

事 業 の 内 容
又 は 職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(百万円) 科 目 期末残高
(百万円)役 員 の

兼 任 等
事 業 上
の 関 係

子
会
社

太陽インキ製造
株 式 会 社 450百万円

ＰＷＢ用部材を始め
とする電子部品用化
学品部材の製造販売
及 び 仕 入 販 売

所有
直接 100.0 あり

ロイヤルティ
収入、不動産
賃貸収入、資
金の貸付及び
配 当 収 入

ロイヤルティ
収 入 783 売 掛 金 62
受取手数料 59 未収入金 6
資金の貸
付・回収 2,646 関係会社

短期貸付金 2,646

太陽油墨(蘇州)
有 限 公 司

20百万
米ドル

ＰＷＢ用部材を始め
とする電子部品用化
学品部材の製造販売
及 び 仕 入 販 売

所有
直接 100.0 あり

配当収入及
びロイヤル
テ ィ 収 入

配当収入 2,680 － －

台湾太陽油墨股份
有 限 公 司

310百万
台湾ドル

ＰＷＢ用部材を始め
とする電子部品用化
学品部材の製造販売
及 び 仕 入 販 売

所有
直接 99.8 あり

配当収入及
びロイヤル
テ ィ 収 入

配当収入 1,212 － －

永勝泰科技股份
有 限 公 司

313百万
台湾ドル

ＰＷＢ用部材を始め
とする電子部品用化
学品部材の製造販売
及 び 仕 入 販 売

所有
直接 70.1 あり

配当収入及
び顧問受託
料 収 入

顧問受託料 17 未収入金 16

韓国タイヨウインキ
株 式 会 社 2,698百万

韓国ウォン

ＰＷＢ用部材を始め
とする電子部品用化
学品部材の製造販売
及 び 仕 入 販 売

所有
直接 90.4

あり
配当収入、資
金の貸付及
びロイヤル
テ ィ 収 入

配当収入 1,430 － －

太陽グリーンエナジー
株 式 会 社 10百万円

自然エネルギー等
による発電事業及
び植物工場の運営
等

所有
直接 100.0 あり

不動産賃貸収
入及び資金の
貸 付

資金の貸
付・回収 593 関係会社

短期貸付金 593

（注）１．取引金額には消費税等が含まれていません。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等

ロイヤルティ取引、不動産賃貸取引及び顧問受託取引に関しては、市場価格を勘案して毎期価格交渉
の上、取引条件を決定しています。
受取配当については、子会社の当期純利益に基づき、協議の上決定しています。
資金の貸付に係る利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しています。
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⑵　役員

種 類 氏 名
議 決 権 等 の
所 有 （ 被 所
有）割合(%)

関 連 当 事 者
と の 関 係 取 引 の 内 容 取 引 金 額

( 百 万 円 ) 科 目 期 末 残 高
( 百 万 円 )

役員

佐 藤 英 志 (被所有)
直接0.25 当社代表取締役社長 第三者割当の方法

に よ る 株 式 発 行 61 － －

鹿 島 世 傑 (被所有)
直接0.03 当 社 常 務 取 締 役 第三者割当の方法

に よ る 株 式 発 行 21 － －

柿 沼 正 久 (被所有)
直接0.06 当 社 取 締 役 第三者割当の方法

に よ る 株 式 発 行 6 － －

森 田 孝 行 (被所有)
直接0.03 当 社 取 締 役 第三者割当の方法

に よ る 株 式 発 行 10 － －

竹 原 栄 治 (被所有)
直接0.04 当 社 取 締 役 第三者割当の方法

に よ る 株 式 発 行 6 － －
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

本株式発行は、第69期事業年度の業績連動株式報酬に係る第１回Ａ種種類株式の発行であり、当社
普通株式の株価を基準として決定しております。

２．議決権等の所有割合は自己株式を控除して計算しています。

９．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 1,148円56銭

（注）１．株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり純資産額」の算定上、期末発行
済株式総数から控除する自己株式に含めています。（当事業年度　74,390株）

２．第１回Ａ種種類株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の
権利を有しているため、１株当たり純資産額の算定上、普通株式に含めて計算しています。

⑵　１株当たり当期純利益 237円06銭
（注）１．株式付与ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、「１株当たり当期純利益」の算定上、期中平

均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。（当事業年度　81,912株）
２．第１回Ａ種種類株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の

権利を有しているため、１株当たり当期純利益の算定上、普通株式に含めて計算しています。

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

11．その他の注記
（追加情報）

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
　従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、連結計算書類「11．その
他の注記（追加情報）」に同一の内容を記載していますので、注記を省略しています。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成28年５月10日
太陽ホールディングス株式会社

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 地 達 明　㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 田 雅 也　㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、太陽ホールディングス株式会社の平成27年４月１
日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討す
ることが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、太陽ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成28年５月10日
太陽ホールディングス株式会社

取締役会　御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 地 達 明 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 上 田 雅 也 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、太陽ホールディングス株式会社の平成27年
４月１日から平成28年３月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細

書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 60 －

計算書類に係る会計監査報告



2016/05/24 23:29:42 / 15173813_太陽ホールディングス株式会社_招集通知（Ｃ）

監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第70期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締
役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受

け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年５月10日
太陽ホールディングス株式会社　監査役会

常勤監査役(社外監査役) 堺 　 昭 人 ㊞
常勤監査役 吉 本 陽 臣 ㊞
監　査　役(社外監査役) 遠 藤 輝 好 ㊞

以　上
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トピックス

　当社グループの主力製品であるソルダーレジストの生産拠点としては国内2拠
点目となる、太陽インキ製造株式会社の「北九州事業所」が平成27年10月15
日に竣工いたしました。
　北九州事業所は、今後の需要が期待される半導体パッケージ基板用ソルダー
レジストの生産体制の強化を図るとともに、国内での代替生産が可能になるな
どBCP（事業継続計画）体制の確立を担います。

北九州事業所が竣工いたしました

　当社グループの太陽グリーンエナジー株式会社が建設を進めておりました「嵐
山水上太陽光発電所」が平成27年10月21日に開所し、同月より再生可能エネ
ルギーの固定価格買取制度による発電を開始いたしました。
　池水の冷却効果を利用した発電効率の良い水上設置型を採用し、現在、計画
を上回る発電量を計測しておりますが、水上設置型の特徴を活かせる夏場には、
さらなる発電量を見込んでおります。

エネルギーの消費者から生産者へ

　平成27年12月1日、当社嵐山事業所の隣接地に「たいよう保育所」を開所い
たしました。従業員の福利厚生の向上が目的ですが、育児休業などで従業員が
長く職場を離れることによる会社側のマイナス面も解消することができます。
　事業所のすぐそばで子どもたちが元気に過ごしている様子は、事業所全体に
癒しや活力などの効果ももたらすと期待しております。また、地元の子どもた
ちもお預かりしており、地域に開かれた保育所を目指しております。

たいよう保育所を開所いたしました

－ 62 －



株主総会　会場ご案内図
開 催 日 時 平成28年6月21日（火曜日）午前10時開会

開 催 場 所
ホテル メトロポリタン 3階「富士」の間
東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
TEL 03-3980-1111

最寄駅のご案内 ┃池袋駅┃ ・JR　●山手線 ●埼京線　・東京メトロ　●丸ノ内線 ●有楽町線 ●副都心線
・西武池袋線　・東武東上線

　

メトロポリタン
プラザビル

ホテルメトロポリタン

東京芸術劇場

西武百貨店

パルコ
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池袋警察署

池袋消防署

池袋
西口公園

東武百貨店

西池袋一丁目
交差点

東京メトロ有楽町線

東京メトロ丸ノ内線

東京メトロ副都心線
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南口

西口

JR線
メトロポリタン口

副都心線
2a出口

1 南　口（徒歩約2分） 有楽町線の改札前（地下1階、南通路）のエスカレーターで1階へ。メトロポリタ
ンプラザビルに沿って左へ直進。

2 JR線メトロポリタン口
（徒歩約1分）

JR線改札（2階）を出て直進し、突き当たり右手の階段を降り直進または改札を出
て右手に進み、エスカレーターまたは階段で1階へ（ご利用可能時間は午前7時30
分から午後9時まで）。

3 西　口（徒歩約3分） 東武百貨店の前（地下1階、中央通路）の階段またはエスカレーターで1階へ。左
手のみずほ銀行沿いに左折し直進。

4 副都心線2a出口
（徒歩約3分）

2a出口より地上に上がり、「池袋警察署」方面に向かい、「西池袋一丁目」交差点
を左折し直進。




